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第１章 はじめに 

１ 策定の趣旨 
 町立病院をはじめ公立病院は、持続可能な地域医療の確保や多様化する患者ニーズに対応する社
会的使命を果たすことが求められています。 
しかしながら、多くの公立病院において少子高齢化や人口減少、社会保障制度の変化や医師不足な
どにより、経営状況の悪化や医療提供体制の維持が厳しい状況となったことから、国では平成１９年
度（２００７年度）に「公立病院改革ガイドライン」を公表し、公立病院の抜本的な経営改革を求め
ました。そこで、国民健康保険町立南幌病院（以下、「町立病院」）では、「町立病院改革プラン（平
成２１年度（２００９年度）～２５年度（２０１３年度））」を策定し、経営改革に向けた様々な取組
を行ってきましたが、結果的に収支改善には至りませんでした。 
その後、平成２８年度（２０１６年度）に国が新たに示した「新公立病院改革ガイドライン」に基
づき、平成２９年（２０１７年）３月に「新・町立病院改革プラン（平成２９年度（２０１７年度）
～令和２年度（２０２０年度））」を策定し、ガイドラインで示された「地域医療構想を踏まえた役割
の明確化」、「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化の取組」、「経営形態の見直しに対する方向性」
の４つの視点に基づき、病院機能の見直しや病床数の削減をはじめとした町立病院の経営改革に総
合的に取り組んできました。 
この間に新型コロナウイルス感染症が拡大する中、改めて、公立病院が地域で果たす役割の重要性
が確認されたことを踏まえ、令和３年度（２０２１年度）末に国から新興感染症等への対応を含めた
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が示されたこと、
あわせて、令和６年度（２０２４年度）からの医師の働き方改革への対応なども見据え、町立病院で
は新たに「町立病院経営強化プラン（以下、「経営強化プラン」）」を策定するものです。 

２ 改革の視点 
町立病院は、国から求められている「役割・機能の最適化と連携の強化」、「医師・看護師等の確保
と働き方改革」、「経営形態の見直し」、「新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組」、「施設・
設備の最適化」、「経営の効率化等」の６つの項目について取組を記載し、病院改革を推進することで、
安定的な経営の下、持続的に必要な地域医療を提供できる病院体制の確立を目指します。 

３ 対象期間 
 経営強化プランは、令和５年度（２０２３年度）から９年度（２０２７年度）までの５年間を対象
とします。 

４ 点検・評価 
経営強化プランは、その実施状況について年 1回、自己点検・評価するとともに、総合行政経営幹
事会により進捗状況の点検・評価を行います。 
また、その点検・評価により、このプランで掲げた数値目標の達成が著しく困難となった場合や町
立病院を取り巻く環境が大きく変化するなどした場合は、必要に応じて経営強化プランの見直しを
行います。 
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５ 公表 
経営強化プランの点検・評価の結果は、ホームページにより公表します。 
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第２章 町立病院の概況等 

１ 町立病院の概況（令和４年（２０２２年）４月現在）） 
名   称 国民健康保険町立南幌病院 備   考 
住   所 北海道空知郡南幌町元町２丁目２番１号  
開設年月日 昭和２２年（１９４７年）３月 国保組合診療所で開設 

（現施設 昭和６１年（１９８６年）２月から） 
建 築 面 積 １階 １，９１３．１４㎡ 

（受付・薬局・外来・検査室・リハビリ室他） 
２階   ９６３．１３㎡ ３階   ９６３．１０㎡ 
搭屋   ２０４．６２㎡ 

１階 外来 

２階・３階 病棟 

病  床  数 地域包括ケア病床 ６０床  
診 療 科 目 総合診療科（内科、外科、小児科）・眼科  

組    織 
医局・薬局・看護・放射線・検査・リハビリ・栄養 
事務・地域医療連携室 

職  員  数 
（再任用職員、
会計年度任用
職員、委託医事
職員含） 

医師   常勤３名 出張医師   ２名 
看護師   ２７名 准看護師   ３名 
看護補助者 １０名 看護助手   ３名 
薬剤師    １名 薬剤師助手  １名 
放射線技師  １名 臨床検査技師 １名 
理学療法士  ２名 作業療法士  １名 
管理栄養士  １名 
事務    １０名（事務４名、社会福祉士１名、医事５名） 

出張医師内訳 

・内科  １名 

第２～５金曜日午後

・眼科  １名 

２名による交代制、 

毎週火曜日 

運 営 管 理 開設者 南幌町長  管理者 院長
各 委 員 会 医療安全管理委員会・院内感染予防対策委員会 

褥瘡対策委員会・給食運営委員会 他 
地 域 医 療 
連 携 室 

医師、看護師、社会福祉士で構成 

基 本 理 念 
「地域のみなさんを治し支え、その人らしい生活を 
支援する」 

２ 町内における病院・診療所（病床数） 
・町立南幌病院             ６０床 

  ・みどり野医院             １９床 

３ 町内における介護保険施設 
  ・特別養護老人ホーム南幌みどり苑  定員７０名 
  ・介護老人保健施設ゆう       定員７０名 
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第３章 患者数の動向 

１ 入院患者の動向 
  入院患者数                               （人、町立病院調） 

年度
病床 

平成 29 年度 

（２０１７年度）

平成 30年度 

（２０１８年度）

令和元年度 

（２０１９年度）

令和２年度 

（２０２０年度）

令和３年度 

（２０２１年度）

一 般 病 床 
地域包括ｹｱ病床 

6,276 4,477 5,173 9,649 14,032

療 養 病 床 8,528 6,026 5,807 2,059 －
合 計 14,804 10,503 10,980 11,708 14,032

  病床利用率                             （％、町立病院調） 
年度

病床 
平成 29 年度 

（２０１７年度）

平成 30年度 

（２０１８年度）

令和元年度 

（２０１９年度）

令和２年度 

（２０２０年度）

令和３年度 

（２０２１年度）

一 般 病 床 
地域包括ｹｱ病床

66.1 47.2 54.4 54.4 64.1

療 養 病 床 43.3 30.6 29.4 31.3 －
合 計 50.7 36.0 37.5 48.1 64.1

 ※入院患者数及び病床使用率ともに令和２年（２０２０年）１０月～ 一般病床を地域包括ケア 
  病床に転換 

入院患者数は、減少傾向が続いていましたが、病床数を削減し地域包括ケア病床に転換した令和２
年度（２０２０年度）を境に回復傾向にあるものの、病床利用率は依然として７０％（１日あたり
の平均患者数４２人）を下回っています。令和２年度（２０２０年度）途中からの新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により、近隣の医療機関や高齢者施設において、入退院調整が活発でなかった時
期が続いた影響もあったと思われますが、今後も地域医療連携室を中心とした集患活動と「自分の
家族や大切な人に、安心して入院を勧められる病棟（令和４年度（２０２２年度）町立病院目標よ
り）」づくりに取り組み、病床利用率の向上に努めます。 

  数値目標 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

病床利用率 66.7％ 70.0％ 70.0％ 70.0％ 70.0％

１日あたりの
入院患者数 40.0 人 42.0 人 42.0 人 42.0 人 42.0 人
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２ 外来患者数の動向                           （人、町立病院調） 
年度

診療科目
平成 29年度 

（２０１７年度）

平成 30年度 

（２０１８年度）

令和元年度 

（２０１９年度）

令和２年度 

（２０２０年度）

令和３年度 

（２０２１年度）

内 科 
（訪問診療）

13,841
（105）

13,142
（53）

11,659
（77）

11,299
（318）

11,541
（588）

外 科 321 276 296 116 －
小 計 14,162 13,418 11,955 11,415 11,541
小 児 科 － － 1,039 554 842
眼 科 1,100 1,108 1,190 962 986
合 計 15,262 14,526 14,184 12,931 13,369

※上記診療科目は医療法上に基づく区分 

小児科は常勤小児科医の採用により令和元年度（２０１９年度）から再開しました。 
 外来は、令和３年度（２０２１年度）から内科と外科の院内標榜をあわせて「総合診療科」としま
した。さらに令和４年度（２０２２年度）からは小児患者も総合診療科で診察し、小児から高齢者ま
でをひとつの診療科で診る体制となっていますが、患者数は総じて漸減傾向です。令和２年度（２０
２０年度）途中からの新型コロナウイルス感染症の拡大による受診控えや一時的な休診などの影響
もあったと思われます。 
 南幌町では従来から積極的に取り組んでいる子育て世代をターゲットにした移住施策が実を結び、
令和４年（２０２２年）では２４年振りに対前年比で人口増（１６８人）となりました。（町住民課
調）一方、南幌町の７５歳以上人口（国立社会保障・人口問題研究所推計）は、今後、増加傾向で、
令和２２年（２０４０年）には１，９７１人と推計人口４，５５９人の４３．２％を占めると見込ま
れており、長期的には人口減少と高齢化が進むものと思われます。 
今後も地域の実情を踏まえ訪問診療の充実など、「身近なかかりつけ医」としての機能を基本に病
院づくりを進めます。 

  数値目標                                       （人） 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

外来患者数 
の 合 計 
（うち訪問診療件数）

15,200
（600）

15,200
（625）

15,200
（650）

15,200
（675）

15,200
（700）
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第４章 経営強化プランの内容 

１ 役割・機能の最適化と連携の強化 
 南空知地域医療推進構想において、地域における急性期病床及び慢性期病床が余剰となり、回復
期病床の不足が見込まれたことから、令和２年度（２０２０年度）に急性期病床２６床、慢性期病
床５４床から、回復期病床６０床への機能転換と病床削減を行いました。 
 さらに全病床を地域包括ケア病床とすることで、急性期治療後の患者及び自宅での急性増悪患者
の入院受入れや入院患者の在宅復帰支援を行い、専従職員の配置による地域医療連携室の拡充で、
他の医療機関・施設との連携強化により、「南幌町地域包括ケアシステム」における「ときどき入院
ほぼ自宅」の実現を支援する病院としての役割を担うようになりました。 
 また、町民が安心して暮らせるよう、「身近なかかりつけ医」としての機能を基本に病院づくりを
進め、保健・医療・福祉の地域連携を図りながら、地域包括ケアシステムへ積極的に関与し、各種 
健康診断・予防接種など町民の健康管理にも努め、町内唯一の病院として救急医療も維持します。 

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革 
(1)医師の確保と働き方改革 
町立病院の常勤医は、令和４年（２０２２年）４月現在で３名です。総合診療科（院内標榜）とし
て医師全員で小児から高齢者までの外来診療に当たっており、入院患者や訪問診療の対応の他、町内
唯一の救急病院として救急医療の提供に加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大により発熱外来
の診察が増えるなど医師の負担が大きくなっています。 
そこで、早期に常勤医４名体制の構築を図るとともに、引き続き、札幌医科大学等関係機関との連 
携や民間企業を通じた出張医の確保により負担軽減を図ることで、医師の働き方改革を進めるとと
もに適切な労務管理を推進します。 
また、より診療に集中し患者と向き合える時間を確保するため、医師の事務作業負担軽減を目的に 
事務作業補助者となる医療クラークの導入を検討します。 

  数値目標 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

常勤医の数 ４名 ４名 ４名 ４名 ４名

医療クラーク 
の 導 入 

期間中の導入
（１名）

期間中の導入
（１名）

期間中の導入
（１名）

期間中の導入
（１名）

期間中の導入
（１名）

(2)看護師・医療技術職の確保 
現行体制を基本に、必要に応じた看護師・医療技術職の確保と適切な配置により働きやすい環境づ
くりに努め、勤務環境の改善を図ります。 
 また、新人職員研修の実施や学生実習の積極的な受入れで、将来を担う人材の育成に努めるととも
に研修に関わる職員の指導能力や実践能力の向上を図ります。 
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３ 経営形態の見直し 
＜経営形態の種類別＞ 
(1)地方公営企業法の全部適用 
地方公営企業法の全部適用は、同法第２条第３項の規定により、病院事業に対し財務規定等のみな 
らず、同法の規定の全部を適用するものです。これにより、事業管理者に対し人事・予算等に係る権
限が付与され、より自立的な経営が可能となることが期待されます。  
(2)地方独立行政法人化（非公務員型）  
地方公共団体と別の法人格を有する経営主体に経営が委ねられることにより、地方公共団体が直 
営で事業を実施する場合に比べ、例えば予算・財務・ 契約・職員定数・人事などの面で、より自立
的・弾力的な経営が可能となり、権限と責任の明確化に資することが期待されます。 
(3)指定管理者制度の導入  
指定管理者制度は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体にあって当 
該普通地方公共団体が指定するものに公の施設の管理を行わせる制度であり、民間の医療法人等を
指定管理者として指定することで、民間的な経営手法の導入が期待されます。
(4)民間譲渡
地域において、必要な医療は公・民の適切な役割分担により提供されるべきものであり、「民間に
できることは民間に委ねる」という考え方に立てば、地域の医療事情から見て公立病院を民間の医療
法人等に譲渡し、その経営に委ねることが可能な地域にあっては検討の対象となります。 
(5)経営形態の見直しの必要性 
町立病院は、現在、地方公営企業法の一部適用により財務規定等のみを適用し、運営する形態とな 
っています。 
経営形態の見直しについては、これまで平成２４年（２０１２年）に経営形態検討報告書をまとめ 
るなど検討した経過がありますが、令和元年（２０１９年）に国が病床の削減などを目指す「地域医
療構想」を進めたことを受けて、町立病院を取り巻く医療環境情勢や国のガイドラインを踏まえ、診
療体制のあり方や収益性について協議を重ね、令和２年（２０２０年）８月に一般病棟と療養病棟の
２病棟８０床から一般病棟のみ６０床とダウンサイジングを図り、１０月には地域包括ケア病床へ
の転換を行ったことで、持続可能な地域医療を提供できる体制を構築しました。 
一般会計からの算定基準を超える繰入金は令和２年度（２０２０年度）で７千万円、令和３年度（２ 
０２１年度）で５千万円と依然として高水準にあるものの、令和２年度（２０２０年度）から２ヶ年
度、経常収支比率が１００％を超え、令和４年（２０２２年）３月末で自己資金も２億２千万円超を
保有していることから、引き続き、現行の経営形態のまま、地域住民に対して持続的に必要な医療を
提供していくことを前提として、経営強化プラン期間中の算定基準を超える繰入金の解消により、い
っそう安定的な経営を目指します。 

  数値目標                                                                          （％） 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

経常収支比率 １０４．０ １００．７ １０１．２ １０１．６ １０２．０
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４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 
 公立病院は、新型コロナウイルス感染症の対応において、発熱外来の設置やＰＣＲ検査、ワクチ
ン接種に加え、病床確保や入院患者の受入れなど多くの役割を果たしており、その重要性が改めて
認識されたところです。 
 町立病院の発熱外来では、これまで町民のみならず、小児を中心に近隣自治体の患者も診療して
きましたが、今後も継続するとともに南幌町が進めるワクチン接種事業への協力や院内における感
染情報の公開を行います。 
 感染拡大時においては管轄保健所との連携をいっそう図り、中核病院において病床不足が生じた
場合は、２床ある感染症対応可能病床の機動的な活用の検討も行います。 
平時からの取組としては、感染防止対策委員会を中心とした院内感染防止対策の徹底を継続しま
す。また、必要に応じて院内感染防止対策マニュアルの見直しを行い、感染防止対策委員会が作成
する研修計画に基づき開催する院内研修会への積極的な参加を通じ、職員の知識習得と日頃から業
務における多職種間交流を図ることで、補完体制の整備に努めます。 
 さらに感染防護具のストックに努め、切れ目のない感染防止対策と迅速な治療に対応します。 

  数値目標 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

感染防止対策
委員会開催回数

月 1回以上 月 1回以上 月 1回以上 月 1回以上 月 1回以上

５ 施設・設備の最適化 
 町立病院は、築３０年以上が経過し、施設・設備の一部に老朽化が見られますが、施設の改修や医
療機器の更新・購入については、採算性を考慮し経費の抑制・削減に努めながら必要な整備を進める
とともに、安全かつ快適な環境づくりのため、効果的な導入を図ります。 
 また、令和２年度（２０２０年度）に業務効率と医療安全のため電子カルテを導入し、令和３年度
（２０２１年度）には、マイナンバーカードへの対応として、カードリーダーのレセコン（医療事務
コンピューター）接続など取り組んできましたが、今後も電子決済の導入や必要に応じたデジタル化
への対応を検討します。 
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６ 経営の効率化等 
(1)未収金の発生防止と回収対策 
未収金は、発生させないことと早期に対応することが重要です。 
未収金を確認した場合は速やかな催告を行うともに、状況に応じて納付誓約や分割誓約を取るな
どして、回収の強化に努めます。 

  数値目標                                                                          （円） 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

未 収 金 額 0 0 0 0 0

(2)適切な診療報酬の請求 
改定時などにおける診療報酬の請求に関する研修を事務職員や医師、看護師等のみならず幅広い
職種で受講し、診療報酬に対する知識と意識の向上を図り、請求精度の向上、返戻・査定減の防止に
努めます。 
(3)経費削減・抑制対策 
 医薬品や診療材料などは、複数から見積書を徴することを基本に他院との比較なども行うことで 
購入価格の見直しを図り、購入額の節減に努めるとともに適正な使用に努めます。 
 また、委託契約についても業務内容や手順等を検証し、複数年契約の活用を検討するなどして経費 
の節減を図ります。 
(4)事務職員の育成 
地域医療を取り巻く環境の変化や診療報酬の改定等に的確に対応するため、研修の受講等により 
専門知識を有する職員の育成に努めます。 
(5)一般会計負担の考え方 
町立病院は、地方公営企業として運営している以上、独立採算を原則としますが、町内唯一の病院 
として今後も地域医療の役割を継続的に担うためにも持続可能な病院として経営の安定化をいっそ
う図る必要があります。 
 町立病院に係る一般会計からの繰入金は総務省の通知基準によるものを基本としますが、病院の 
収入をもって、なお不足する場合は、町の財政状況を踏まえた上で、一般会計から算定基準を超える 
繰入金を受けることとします。 
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(6)一般会計からの繰入金算定基準 
一般会計からの繰入金は、総務省から通知されている基準の考え方に基づき、項目毎に次の算定基 
準により算定した額とします。 

 負担項目 算定基準 
① 病院の建設改良に要する経費 ・建設改良費の１／２ 

・企業債元利償還金の２／３又は１／２ 
② 不採算地区病院の運営に要する

経費 
・特別交付税の基準額及び普通交付税の病院関係算定
額並びにその経営に伴う収入をもって充てることが
できないと認められるものに相当する額 

③ リハビリテーション医療に要す
る経費 

・リハビリテーション医療の運用に係る収支不足分 

④ 救急医療の確保に要する経費 ・普通交付税措置額 
⑤ 経営基盤強化対策に要する経費 ・医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２／３ 

・共済追加費用の負担の全額 
・町立病院経営強化プランの実施状況の点検、評価及び
公表に係る普通交付税措置額 
・医師の勤務環境の改善に要する経費の全額 
・医師派遣を受けることに要する経費の全額 

⑥ 基礎年金拠出金に係る公的負担
に要する経費 

・基礎年金拠出金の全額 

⑦ 児童手当に要する経費 ・児童手当経費の全額 

  数値目標                                                                        （千円） 
年度

項目 
令和５年度 

（２０２３年度）

令和６年度 

（２０２４年度）

令和７年度 

（２０２５年度）

令和８年度 

（２０２６年度）

令和９年度 

（２０２７年度）

算定基準を 
超える一般 
会計繰入金 

30,000 20,000 15,000 10,000 0


